
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 固 定 資 産 管 理 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 公 布 す

る 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 10号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 固 定 資 産 管 理 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規

程  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 固 定 資 産 管 理 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団

管 理 規 程 第 28号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（帳簿） （帳簿） 

第５条  経営管理部長は、次に掲げる帳簿

を備え、必要な事項を記録整理しなけれ

ばならない。 

第５条  総務部長は、次に掲げる帳簿を備

え、必要な事項を記録整理しなければな

らない。 

(１ )・ (２) （略） (１ )・ (２) （略） 

２ （略） 

 

２  （略） 

 

（実地照合） （実地照合） 

第６条  経営管理部長は、水道センターが

所管する固定資産（土地を除く。次項に

おいて同じ。）以外のものについて、別

に定める方法により、実地に調査し、固

定資産台帳と照合しなければならない。 

第６条  総務部長は、水道センターが所管

する固定資産（土地を除く。次項におい

て同じ。）以外のものについて、別に定

める方法により、実地に調査し、固定資

産台帳と照合しなければならない。 

２ （略） 

 

２  （略） 

 

（測量） （測量） 

第８条  経営管理部長は、土地等の取得等

に必要な測量を行わなければならない。 

第８条  総務部長は、土地等の取得等に必

要な測量を行わなければならない。 

２  経営管理部長は、前項に規定する測量

を必要に応じて所属長に行わせることが

できる。 

２  総務部長は、前項に規定する測量を必

要に応じて所属長に行わせることができ

る。 

３ （略） 

 

３  （略） 

 

（土地等の価格） （土地等の価格） 

第９条  経営管理部長は、取得する土地等

の価格については不動産鑑定士の鑑定評

第９条  総務部長は、取得する土地等の価

格については不動産鑑定士の鑑定評価書



価 書 等 に よ り 見 積 も ら な け れ ば な ら な

い。 

 

等により見積もらなければならない。 

 

（交渉困難な土地取得の取扱い） （交渉困難な土地取得の取扱い） 

第 10条  経営管理部長は、土地収用法第 16

条の規定に基づく事業の認定を受けた事

業で土地等の取得等について交渉を妥結

することが困難と認められる場合には、

企業長の承認を得て土地収用法に基づく

必要な手続をとるものとする。 

 

第 10条  総務部長は、土地収用法第 16条の

規定に基づく事業の認定を受けた事業で

土地等の取得等について交渉を妥結する

ことが困難と認められる場合には、企業

長の承認を得て土地収用法に基づく必要

な手続をとるものとする。 

 

（契約の締結） （契約の締結） 

第 11条  経営管理部長は、土地等の取得等

について相手方と契約を締結しようとす

るときは、別に定める必要な書類を作成

し、契約書により契約しなければならな

い。 

 

第 11条  総務部長は、土地等の取得等につ

いて相手方と契約を締結しようとすると

きは、別に定める必要な書類を作成し、

契約書により契約しなければならない。 

 

（契約条項の履行確認） （契約条項の履行確認） 

第 12条  経営管理部長は、前条の規定によ

る契約に定められた履行期限までに当該

契約条項に基づく相手方の義務の履行を

確認しなければならない。 

 

第 12条  総務部長は、前条の規定による契

約に定められた履行期限までに当該契約

条項に基づく相手方の義務の履行を確認

しなければならない。 

 

（取得及び精算報告） （取得及び精算報告） 

第15条  （略）  第 15条  （略）  

２  前項の規定による通知を受けた固定資

産管理主任は、固定資産取得報告書を作

成し、所属長を経由して経営管理部長に

送付するものとする。ただし、工事によ

り固定資産を取得した場合は、固定資産

取得報告書に代えて、建設仮勘定の精算

報告書を送付するものとする。 

２  前項の規定による通知を受けた固定資

産管理主任は、固定資産取得報告書を作

成し、所属長を経由して総務部長に送付

するものとする。ただし、工事により固

定資産を取得した場合は、固定資産取得

報告書に代えて、建設仮勘定の精算報告

書を送付するものとする。 

３ （略） 

 

３  （略） 

 

（総合調整） （総合調整） 

第 16条  経営管理部長は、固定資産の管理

の適正を期するため、所属長に対し、そ

の管理に関する報告を求めることができ

る。 

第 16条  総務部長は、固定資産の管理の適

正を期するため、所属長に対し、その管

理に関する報告を求めることができる。 

２  経営管理部長は、前項の報告に基づき

必要な措置を講ずるよう求めることがで

きる。 

２  総務部長は、前項の報告に基づき必要

な 措 置 を 講 ず る よ う 求 め る こ と が で き

る。 



  

（行政財産の用途廃止） （行政財産の用途廃止） 

第18条  （略）  第 18条  （略）  

２  行政財産を用途廃止し、普通財産とし

たときは、経営管理部長に引き継ぐもの

とする。ただし、企業長が必要と認める

ときは、引き続き所属長が管理するもの

とする。 

 

２  行政財産を用途廃止し、普通財産とし

たときは、総務部長に引き継ぐものとす

る。ただし、企業長が必要と認めるとき

は、引き続き所属長が管理するものとす

る。 

 

（異動報告） （異動報告） 

第 19条  所属長は、所管の固定資産（土地

を除く。）が次に該当するときは、遅滞

なく固定資産管理主任をして固定資産異

動報告書を作成させ、経営管理部長に送

付しなければならない。 

第 19条  所属長は、所管の固定資産（土地

を除く。）が次に該当するときは、遅滞

なく固定資産管理主任をして固定資産異

動報告書を作成させ、総務部長に送付し

なければならない。 

(１ )～ (４) （略） (１ )～ (４) （略） 

２  経営管理部長は、前項の規定による送

付を受けたときは、その原因及び現状を

調査して企業長に報告しなければならな

い。 

 

２  総務部長は、前項の規定による送付を

受けたときは、その原因及び現状を調査

して企業長に報告しなければならない。 

 

（土地の管理移管） （土地の管理移管） 

第 36条  経営管理部長は、土地を道路、河

川等他の行政目的の用に供することによ

り 、 土 地 の 有 効 な 利 用 が 図 れ る と と も

に、管理事務の軽減に資すると認められ

る場合で、水道施設に重大な支障を来す

おそれがないと認められるときは、道路

管理者等に当該土地の管理を移管するこ

とができる。 

 

第 36条  総務部長は、土地を道路、河川等

他の行政目的の用に供することにより、

土地の有効な利用が図れるとともに、管

理事務の軽減に資すると認められる場合

で、水道施設に重大な支障を来すおそれ

がないと認められるときは、道路管理者

等に当該土地の管理を移管することがで

きる。 

 

（譲渡又は交換） （譲渡又は交換） 

第 45条  経営管理部長は、第 18条の規定に

より用途を廃止した土地等については企

業長の承認を得て、譲渡又は交換するこ

とができる。 

 

第 45条  総務部長は、第 18条の規定により

用途を廃止した土地等については企業長

の承認を得て、譲渡又は交換することが

できる。 

 

（契約の締結） （契約の締結） 

第 46条  経営管理部長は、土地等の譲渡又

は交換について相手方と契約を締結しよ

うとするときは、別に定める必要な書類

を作成し、契約書により契約しなければ

ならない。 

第 46条  総務部長は、土地等の譲渡又は交

換について相手方と契約を締結しようと

するときは、別に定める必要な書類を作

成し、契約書により契約しなければなら

ない。 



  

（事務） （事務） 

第 47条  固定資産の譲渡及び交換に関する

事務は、企業長がこの事務をすべき所属

長を指定した場合を除き、経営管理部長

が行う。 

 

第 47条  固定資産の譲渡及び交換に関する

事務は、企業長がこの事務をすべき所属

長を指定した場合を除き、総務部長が行

う。 

 

（除却） （除却） 

第49条  （略）  第 49条  （略）  

２  所属長は、固定資産（土地を除く。）

の除却をしようとするときは、固定資産

管理主任をして固定資産除却申請書を作

成させ、経営管理部長に送付するものと

する。 

２  所属長は、固定資産（土地を除く。）

の除却をしようとするときは、固定資産

管理主任をして固定資産除却申請書を作

成 さ せ 、 総 務 部 長 に 送 付 す る も の と す

る。 

３  経営管理部長は、前項の申請書により

固定資産除却調書を作成し、企業長の決

裁を受けて除却するものとする。 

３  総務部長は、前項の申請書により固定

資産除却調書を作成し、企業長の決裁を

受けて除却するものとする。 

４  経営管理部長は、前項の規定により有

形固定資産を除却したときは、これに対

する減価償却累計額を減額し、その帳簿

原価と減価償却累計額との差額を、無形

固定資産を除却したときは、その帳簿価

額を、それぞれ固定資産除却費をもって

整理しなければならない。 

４  総務部長は、前項の規定により有形固

定資産を除却したときは、これに対する

減価償却累計額を減額し、その帳簿原価

と減価償却累計額との差額を、無形固定

資 産 を 除 却 し た と き は 、 そ の 帳 簿 価 額

を、それぞれ固定資産除却費をもって整

理しなければならない。 

５  経営管理部長は、除却物件中再使用可

能なものがある場合は、評価額を付して

所属長に通知しなければならない。所属

長は、その通知を受けて、当該除却物件

をたな卸資産として物品出納員に引き継

ぐものとする。 

５  総務部長は、除却物件中再使用可能な

ものがある場合は、評価額を付して所属

長 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 所 属 長

は、その通知を受けて、当該除却物件を

たな卸資産として物品出納員に引き継ぐ

ものとする。 

６・７ （略） ６・７ （略） 

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


